
放射性物質の拡散予測例 ２‐② 

   



現行の防災対策 
 
◇ＰＡＺ（半径５ｋｍ圏内） 
 通報後、直ちに避難 
  ：約21,300名 
 
◇ＵＰＺ（半径30ｋｍ圏内） 
 ① 当初は避難準備  
 ② 500μsv/h超で、 
   数時間内に避難等 
 ③ 20μsv/h超で、 
   一週間以内に一時移転等 
   ：約426,000名 
 
◇ＰＡＡ（半径50ｋｍ圏内） 

  屋内退避等         市町村による原子力安全対策に関する研究会 

  ：約447,300名        実効性のある避難計画（暫定版）資料編Ⅱ－２① 避難先等位置図より引用 

 
 



問題点 
◇対象地域の設定 
  ・ 対象地域が、予測される状況に対して狭い 
 
◇ＯＩＬのレベル 
  ・ 避難開始遅延による被曝の危険 
 
◇避難の実効性の欠如 
  ・ 情報の収集・伝達 
  ・ 輸送手段・避難経路・避難先の確保  
  ・ 要援護者（各種施設入所者、一時滞在者）への配慮 
 
    ＊ 地震、津波、火災、大雪・大雨、テロへの対応 
 
 
 



広域避難訓練 
 （2013.3.23） 

① 参加者 
  被告、新潟県、 
  柏崎市、刈羽村 
  周辺住民約４００名 
  
② 大規模地震による 
  直流電源系統喪失により、 
  原災法第１０条事象発生 
  の通報 
 
③ 新潟県内への避難 
  （新発田市、糸魚川市、 
   湯沢町）  



広域避難訓練で確認された問題点 

◇ 情報伝達 

  ・ 役割分担が不明確 

  ・ 防災無線が流れない、聞こえない 

  ・ 情報が各町内単位まで及ばない 

  ・ 避難中に、原発や風向きなどの情報が 

     入らない 

◇ その他 

  ・ 大渋滞が発生 



最後に 

 ◇ 柏崎刈羽原発で事故が起こった場合、大量の放射性物質が放出され、 
  少なくとも２０万人から百万人超の住民が避難を余儀なくされる。 
   しかし、これらの住民を速やかに避難させる方法は確立されていない。 
   そもそも、避難生活を強いること自体、人格権侵害である。 
 
 ◇ 従前の立地規制に照らせば、このような場所に設置すること自体 
  許されないはずである。 
 
 ◇ 「大量の放射性物質放出」「多数の住民の避難」という事態は、 
  福島第一事故以前は想定しておらず、原発設置・稼働の前提条件が 
  大きく異なっている。 
 
 ◇ 福島第一事故の経験に照らすと、被害の発生は不可避であり、 
   柏崎刈羽原発の再稼働は人格権を侵害するものとして許されない。 


